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砂防施設の事業用地として必要な土地の取得にあたり、所有者不明土地の存在等で難航

が予想された土地を、財産管理制度の活用で用地取得を行うとともに効率的な用地取得に

向けた課題の検討を行った。 
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１． はじめに 

 

富士山には八百八沢と呼ばれるほど多くの渓流が存在

し、麓の地域では古くから雪代や土石流などにより大き

な被害を受けている。中でも富士山西斜面に位置する大

沢崩れは日本有数の大崩壊地であり、近年においても平

成12、16年に土石流が発生するなど依然として活発な崩

壊が続いている。富士砂防事務所では、昭和44年度に富

士山大沢川の直轄砂防事業に着手し、大沢源頭部、扇状

地や富士山南西麗の各渓流において砂防施設の整備を

行っている。これらの渓流では融雪期や豪雨期にたびた

び土石流が発生し、田畑、家屋等に被害を与え、潤井川

の河床上昇や田子の浦港への土砂堆積を引き起こすなど、

沿川住民は甚大な被害を被ってきた。 

 本事案は、この潤井川流域の渓流のひとつ風祭川にお

いて、砂防施設である風祭上流堰堤工群として整備を進

めている中の最も下流に位置する沈砂地工で必要となる

土地である。 

図-1 風祭上流堰堤工群 

 

２． 事例の紹介 

 
(1) 本件の状況 

 当該沈砂地工は、平成23年度夏に用地幅杭の打設を行

い、用地交渉を平成24年度夏から開始した。関係者の全

体件数は21件で、その中の1筆に土地登記簿上6名の共有

地（以下「本件土地」という。）があった。 
 全員と用地交渉を進めていた途中、平成25年10月に6
名共有者のうちの一人Aが亡くなった。Aの死亡により

相続が開始されたが、平成27年4月までに全ての相続人3
名が理由は不明だが相続放棄の申述を裁判所に行った。

その結果、Aの相続人は不存在となり相続財産の一つで

ある本件土地のAの持ち分について、相続人不存在の土

地となった。 
 
(2) 所有者の所在の把握が難しい土地の問題について 

 所有者の所在の把握が難しい土地については相続件数

の増加や、地方から都市への人口移動に伴う不在村所有

者の増加により、地方の農地や山林を中心に増加傾向に

ある。不在村所有者とは居住地とは異なる市町村に農地、

森林を所有している人のことである。国土交通省が平成

23年度に大都市を中心に行った「農地・森林の不在村所

有者に対するインターネットアンケート」1)の結果によ

ると農地所有者の7人に1人が不在村、森林所有者の4人
に1人が不在村であり、そのうちの約16.4％が相続時に何

も手続きをしていないという。東日本大震災の後も住宅

の高台移転や防潮堤の設置に伴う用地確保の面で、相続

関係が未処理のままの不動産が問題となった。所有者の

所在の把握が難しい土地の存在は珍しいことではない。

今回挙げる所有者不存在の土地もその一例であり、様々

な制度を活用して対応している。 



  

３．制度について 

  

(1) 各制度の検討 

 所有者不存在土地の対応としては、a）財産管理制度 

b）土地収用制度 c）時効取得による所有権確定訴訟 
などを活用することが考えられる。各制度について次の

とおり検討した。 
a）財産管理制度 

 財産管理制度とは、財産の所有者や相続人が不明な場

合に、家庭裁判所が選任した財産管理人が当事者に代

わって財産の保存や処分を行う制度であり、事業用地の

取得等で売却処分などを行う必要がある場合は、財産管

理人が家庭裁判所へ権限外行為許可の申し立てを行うこ

ととなる。 

財産管理制度には相続財産管理制度と不在者財産管理

制度がある。 

 相続財産管理制度とは、民法第951条から第959条に規

定された『被相続人に相続人のあることが明らかでない

場合に、家庭裁判所が利害関係人等の請求により相続財

産管理人を選任し、家庭裁判所の一般監督の下で、相続

財産管理人をして、言わば宙に浮いた状態の相続財産を

管理・精算・消滅させるとともに、出現する可能性のあ

る相続人を捜索し、最終的には国庫に帰属させる制度』

である。 

 不在者財産管理制度とは、民法第25条から第29条に規

定された『従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込

みのない者（不在者）に財産の管理人がいない場合に、

家庭裁判所が利害関係人等の申し立てにより、不在者財

産管理人を選任し、家庭裁判所の一般的監督の下で、不

在者財産管理人をして、不在者の財産の管理及び保存を

行わせる制度』である。 

 相続財産管理制度と不在者財産管理制度の大きな違い

として土地所有者等の生死が明確であるかどうかが挙げ

られる。相続財産管理制度の場合は土地所有者等が既に

死亡し、その者に相続人があることが明らかでない場合、

若しくは相続人全員が相続放棄をして相続する者がいな

くなった場合である。対して不在者財産管理制度の不在

者とは長期の家出人や音信不通となった者で、親戚、友

人等に照会して行方を捜したものの、その所在が判明し

ない者などが挙げられる。不在者は必ずしも生死不明で

あることを要さないが、生死不明であっても死亡が証明

されるか失踪宣告の審判が確定するまでは不在者に当た

ると解釈されている。なお、親権者などの法定代理人や

不在者がおいた財産管理人がいる場合には不在者財産管

理制度は利用できない。 
本件の場合においては相続人全員が相続放棄をして相

続する者がいなくなった場合に該当するので相続財産管

理制度を採用する。なお、財産管理人選任後は相続人若

しくは債権者などを探し出すことと並行して財産の管理

を行う。 

図-2 相続財産管理制度の流れ 

 

b）土地収用制度 

 土地収用制度とは、起業者が土地収用法に基づく事業

認定手続及び収用手続をとることにより、公共事業に必

要な土地を取得することができる制度である。この制度

の特徴としては土地等の権利者の意志に関わらず権利の

移転が行われることである。 

「土地収用法に基づく収用裁決手続においては、起業者

は土地所有者等の氏名及び住所を明らかにして裁決申請

書等を作成し、各都道府県の収用委員会に申請する。収

用委員会は、起業者の申請も踏まえ、裁決の名宛人とな

る土地所有者等の氏名及び住所を明らかにして裁決を行

うこととなる。しかし、登記記録等の調査等により、起

業者が真摯な努力をしても土地所有者等の氏名又は住所

を知ることができない場合には、知ることができないに

至った起業者の調査内容について簡潔に記載した書類を

提出することをもって、裁決申請書の添付書類に土地所

有者等の氏名又は住所を記載せずに裁決の申請をするこ

とが可能である。また、収用委員会においては、起業者

による調査を踏まえて、自己の責任においても審理にお

ける意見書等により事実関係を把握した上で、それでも

なお土地所有者等の氏名又は住所を確知することができ

ない場合には、当該事項を不明としたまま裁決（不明裁

決）し補償金を供託することにより手続ができる。」と

いう制度にもとづく対応となる。2) 

 本件においては収用手続における裁決申請の際、相続

人が存在しない旨を「土地収用法施行規則第17条第2号
イの規定による証明書」に記載し、裁決申請をすること

となる。 



  

図-3 土地収用制度の流れ 

 

c）時効取得による所有権確定訴訟 

 時効取得とは、20年間所有の意思をもって平穏にかつ

公然と他人の物を占有した場合、また、10年間所有の意

思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有した者でそ

の占有の開始の時に善意でありかつ過失がなかった場合、

当該物の所有権を取得することをいう。（民法第162条
第1項及び第2項）。 
 時効取得による所有権移転登記は、登記義務者（登記

名義人）と登記権利者（占有者）が協力の上、共同で登

記権利者名義に所有権移転登記の申請をする。登記義務

者に相続が発生していれば相続人全員との共同申請とな

る。時効取得の場合登記義務者の協力が得られないこと

も多く、そこで時効取得による所有権確定訴訟を提起し

当該判決書を添付することで登記権利者単独で登記をす

ることが可能となる。（不動産登記法第63条第1項） 

図-4 時効取得の流れ 

 

(2) 各制度の比較 

 各制度について問題点を検証するとともにこれまでに

起こった事例を参考に事案発生から用地取得に要する期

間を比較した。調査資料については『所有者の所在の把

握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラ

イン』2)における事例集に基づき、異常値を除いた数値

の平均を採用している。 

a）財産管理制度 

財産管理人の選任申し立てをする場合には、所有者の

所在又は相続人の存在を国の事業機関として考えられう

る可能な限りの方法により調査を実施した上で不明と判

断をしなくてはならない。これは土地という個人の財産

権に係わる問題であり訴訟を回避するためである。さら

に、財産管理人は、財産を管理する業務を適切に行える

ことが必要であり弁護士や司法書士などの専門職が選ば

れることが多い。事業用地のみならず不明者の全ての財

産を管理していかなければならず管理期間も長期に渡る

ことも多いことから敬遠される傾向がある。 
要する期間について裁判所の財産管理人の選任手続に

約2ヶ月～4ヶ月、権限外行為の許可手続に約1ヶ月を要

していることが分かる。特に不在者財産管理制度におい

ては、当事者が不在者であるかを確認するまでの調査期

間が全体に占める割合として多い傾向にある。さらに権

利者調査から申し立て前までには法務局訟務部門との協

議、裁判所との協議並びに審査で半年以上を要し、手続

き期間は全体として半年から1年程度必要となる。 

 

図表-5 財産管理制度に要する期間 

 
b）土地収用制度 

事業認定申請書類の作成に通常1年、認定庁の審査に1
年半程度の期間を必要とするため事業認定手続きだけで

約3年の期間を要する。さらに収用裁決申請に通常1ヶ月、

審理に4ヶ月、裁決に2ヶ月程度の期間を要し、不明裁決

を得るまでに相当な期間を必要とする。事業認定図書作

成には時間だけでなく起業者のかなりの労力が必要とな

る。 

図表-6 土地収用制度に要する期間 



  

c）時効取得による所有権確定訴訟 

 時効取得を援用する者は当該土地を占有している者で

あり、当該占有者の協力が必要となる。訴訟を提起する

ため弁護士費用も占有者の負担となり、裁決後に占有者

が得る補償金が少額な場合は協力を得られないことも多

い。また、土地所有者（登記名義人）が不明な場合は財

産管理人の選任が必要となり a）の手続きがあわせて必

要となる。 

 また、所有権移転登記訴訟に至るまでに訴訟を提起す

ることに対して占有者と土地名義人の相続人らとの意向

確認及び弁護士への依頼等の調整が必要であり、それに

かかる期間が1年以上と大半を占めていることが分かる。

訴状の提出から判決が出るまでの期間も約半年となって

おり、全体として約2年半の期間を要する。 

図表-7 時効取得による訴訟に要する期間 

 

(3) 各制度についてのまとめ 

 以上の3つの制度について要する期間を中心に比較し

た結果、土地収用制度が最も長く、次に時効取得による

訴訟、最も短いものとして財産管理制度となった。 

 土地収用制度は問題の土地のみならず事業全体の範囲

に対しての資料を作成しなければならないことに対して、 

時効取得による訴訟や財産管理制度は個々の土地の問題

であるために要する期間が短くなるのではないかと推測

する。 

  
４．本件の対応について 

 

 相続財産管理制度を活用する方法が最良と判断し、A
の相続財産管理人選任の申し立てを平成27年10月に家庭

裁判所に行った。申し立てにあたり、財産管理人として

事業地の市役所から推薦を受けた弁護士を希望する旨を

記載し提出している。その結果、平成27年11月に同人を

相続財産管理人として選任する審判があった。翌月12月
に権限外行為許可の申し立てから審判までを完了した。 

 財産管理制度の手続き期間は、平成27年8月に整備局

から法務局へ申し立てを行い、同年10月に法務局から裁

判所へ申し立て、同年11月に選任の審判がなされ約3ヶ
月であった。また、平成25年10月に相続原因が発生し、

平成27年4月に相続人全員が相続放棄の申述を行ってい

る。よって、相続人不存在が確定した時期は平成27年4
月であり、同年4月から8月までの4ヶ月で法務局への申

し立が行われ、審判まで約7ヶ月で終えたこととなる。 

本件では相続原因発生から相続人不存在が確定し、

申し立てを行うまでに時間を費やした。これらについて

より効率的にすすめるための具体的な改善策として相続

関係の調査を専門家である司法書士に委託し、相続関係

を早期に確定させること、相続人との協議を密にし、不

存在の確定時期を見据えて速やかに申し立て書類を提出

できるように準備を進めておくこと等が挙げられる。 
 

５．今後の課題とまとめ 

 
 財産管理制度を活用し用地取得の加速化を行うととも

に、相続人等関係者との信頼関係を築き情報を積極的に

取得して申立て書類の準備を如何に早く準備できるか、

専門家への委託を活用し権利関係を如何に早く確定する

ことができるか、といったことが財産管理制度の活用に

よる用地取得の加速化をさらにもう 1歩も 2歩も進める

鍵になると考える。 

東日本大震災の際も復興庁、法務省、国土交通省が

共同で取り組んだ用地取得加速化プログラム 3)の中でも

財産管理制度の活用が促進されている。 
今回は所有者不在土地に対して適応される制度につ

いて比較検討したが、他にも土地所有者は確定している

ものの相続人多数等の理由で用地取得が難航している場

合などは認可地縁団体の所有する不動産にかかる登記の

特例等の活用が挙げられる。 
効率的な用地取得のためにそれぞれの事例の状況に

応じた制度を適切に選択し、無駄のない行程管理を行う

ことが重要である。 
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